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議議議議        事事事事        録録録録    会議の名称 令和 4年 愛荘町教育委員会 第 10 回定例会  開催日時 令和 4年 11 月 16 日（水）午後 2時 30 分 開催場所 秦荘庁舎 2階 大会議室 出席者 【教育長】徳田寿 【教育委員】3名 森秀昭、中村由香里、黒川泰守 【事 務 局】6名 教育次長     上林市治  学校教育担当課長 山川剛 図書館長     三浦寛二  歴史博物館館長  下村今日子 給食センター所長 阪本崇   教育振興課係長  久保泰代   【傍 聴 人】0名 議事日程 日程第1 議案第28号  第79回国民スポーツ大会アーチェリー競技会場設営 実施設計業務委託業者選定委員会設置要綱の制定につ いて 日程第2  議案第29号 愛荘町教育委員会が所管する各機関におけるハラスメントの防止に関する要綱の制定について 日程第 3 承認第 18 号  学区外就学の専決処分につき承認を求めることについて 作成者 教育振興課 久保 泰代   教育次長    教育長            

午後 2時 30 分開会  ただいまから令和 4年第 10 回教育委員会定例会を開催させていただきます。松浦委員につきましては、欠席ということで連絡を受けております。 それでは開会にあたりまして教育長ご挨拶をお願いします。  それでは第 10 回定例会の開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。教育委員の皆様方には、連日学校園訪問、総合教育会議にご出席をいただきましてありがとうございます。 2 回の学校園訪問が終わりまして、先ほども車中でいろいろなご意見を伺っていたのですが、私も子どもたちの様子あるいは先生方の指導の様子を見せていただき、今更ながらいろいろ勉強させていただくことがあるというふうに感じております。 また子どもたちが頑張っているかどうかを見る一つの目安としましては、表面的にざわざわしてる、きちっと座ってるということではなく、やはりその課題に対して子どもたちがしっかり向き合っているかどうか、そこが一番のポイントではないかなと思っております。 
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                               教育次長    教育長   

何となく指導者側の話を受け身で聞いているだけなのか、個人・グループでまた自分の考えをまとめるというような段階で子どもたちが目当てに向かってどのように学習しているか。そこが大事だというふうに思ったところです。 そうした子どもたちがしっかり学習課題に向き合って、そして最終的に目標とするところに到達するためには、もちろん教師の支援も大事ですが、やはり一つ大きな要素として一緒に学んでいる集団の質、それがどういうものであるのかも非常に重要な点ではないかと思います。ともに高め合える、磨きあえる、練り合える、そういう集団なのかどうかという点が問われていると思います。そのためには、例えば自分たちが学習に集中するためのルール、学習規律が必要ではないかと思っています。簡単な例で言いますと、机の上にいらないものが載っていないかどうか等です。今日もある小学校では教室の中がきれいになっていて、不要なものは机上にはほとんどなく、本当に学習しやすいような学習に集中しやすいような環境づくりがなされていたというふうに思いました。 そういう素晴らしい実践をしている学校の取組をぜひ全体に広げていき、そのことによって子どもたちの学びが高まっていくということをみんなで勝ち取ることができたら、どれだけ素晴らしいかなというふうなことを思っています。 すぐに実践できることもありますし、積み上げていく必要があることも、一方ではあるのですが、大事なことはやはり学校園をあげてという部分ではないかと思います。その取組の大事さをすべての先生方が共有し、十分理解して、そしてともに歩を進めるというふうなことであって欲しいなというふうに改めて思ったところであります。 過日の総合教育会議の中で、松浦委員が、ノーメディアデーもいいけれども、ノーメディアタイムを設定してはどうだろうかと提案をしてくださいました。 早速、昨日の教頭副園長会の中で、そういう設定の仕方もあるということで、学校園の方には私の方から話をさせていただいたところです。 今日も教育委員の皆様方から、貴重なご意見を賜りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。  ありがとうございました。それでは本日の議案日程につきましてはお手元に配布のとおりでございます。議事進行については教育長よろしくお願いいたします。  ただいまの教育長を含む出席委員は 4名で定数に達しています。よって令和 4年愛荘町教育委員会第 10 回定例会は成立いたしましたので開会いたします。 最初に議事録の承認です。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 9 条に
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     各委員  教育長        教育次長  教育長    各委員  森委員   教育次長  教育長  各委員  教育長   各委員  教育長 

おいて、議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときはこれを会議に諮って決定するとされています。令和 4 年第 9 回定例会の議事録について事務局からあらかじめ配布され確認していただいていると思いますが、それぞれの議事録についてご異議はございませんか。  【異議なし】  それでは、令和 4 年第 9 回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど委員の皆さまにはご署名をお願いします。 なお、本日の令和 4年第 10 回定例会の議事録署名も全員で行いますので、よろしくお願いします。 それでは議題に入ります。日程第1「議案第28号 第79回国民スポーツ大会アーチェリー競技会場設営実施設計業務委託業者選定委員会設置要綱の制定について」を、議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 28 号の説明―  ただいま「議案第 28 号 第 79 回国民スポーツ大会アーチェリー競技会場設営実施設計業務委託業者選定委員会設置要綱の制定について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  【質疑なし】   令和 4 年 10 月 28日から施行するということになっていますが、既に事務を進めているということでよろしいか。  そのとおりでございます。  他にご質問等ございませんか。  【質疑なし】  それでは質疑がないようでございますので、これより議案第 28 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 28 号は、原案どおり可決されました。 
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    教育次長  教育長    各委員  教育長   各委員  教育長  教育長      各委員  教育長       教育長    

続いて日程第2 「議案第29号 愛荘町教育委員会が所管する各機関におけるハラスメントの防止に関する要綱の制定について」を、議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 29 号の説明―  ただいま「議案第 29 号 愛荘町教育委員会が所管する各機関におけるハラスメントの防止に関する要綱の制定について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  【質疑なし】  それでは質疑がないようでございますので、これより議案第 29 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ございませんか。       【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 29 号は、原案どおり可決されました。  続いての議案に入る前に承認第18号は個人情報に関わる議題となっております。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 5 条の規定により「人事に関する事件、その他の事件について出席委員の 3 分の 2 以上の多数で議決したときはこれを公開しないことができる。」となっております。この議案については、公開しないことしてよろしいか、お諮りします。  【異議なし】  異議なしと認めます。よって承認第 18 号は非公開といたします。 ●上記の決定により、承認第 18 号は非公開とする。  「承認第 18 号 学区外就学の専決処分につき承認を求めることについて」 承認件数    中学生      3 名  以上で、令和 4年第 10回定例会の案件はすべて終了しました。  午後 3時 00 分 閉会  
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